
北伸による平行滑走路の２，５００ｍ化の推進により、発着回数
が２万回増加（２０万回→２２万回）

Ｂ滑
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東
京
湾

Ｎ

多
摩
川

Ａ滑走路
3,000ｍ

Ｃ滑走路
3,000ｍ

連絡誘導路

第
１
旅
客

タ
ー
ミ
ナ
ル

第
２
旅
客

タ
ー
ミ
ナ
ル

新滑走路の整備により、年間発着能力が２
９．６万回から４０．７万回に増加滑走路（3,500m)

旅客ﾀｰﾐﾅﾙ
ﾋﾞﾙ

空港連絡
橋

首都圏における旺盛な国際航空需要に対応し、我が国及び首都圏の国際競争力を維持・強化していくため、２０１

０年１０月以降、国際線の基幹空港である成田空港と、近距離国際線についてこれを補完する羽田空港とを一体

的に運用

成田空港Ｂ滑走路の北伸 羽田空港の再拡張事業

補完

・首都圏において新たに提供される約５万回の国際線発着枠を一体的にとらえ、貴重な資源として、
戦略的に活用

・「成田は国際線の、羽田は国内線の基幹空港である」との基本的考え方は維持しつつ、首都圏における拠点
空港として密接不可分な両空港を車の両輪として一体的に運用

我が国及び首都圏の国際競争力を維持・強化していくため、２０１０年１０月以降、

２０１０年１０月以降

首都圏に対する旺盛な国際航空需要にもかかわらず、空港制約の問題から、特に近年急速に需要が拡大する
アジア諸国とのネットワーク拡大の要請に応えることが困難

現 状

このうち、将来の国内航空需要への発着枠
を確保した上で、年間約３万回の近距離国
際線（羽田からの国内線の最長距離を一つ
の目安として、羽田にふさわしい路線を今後
の航空交渉によって確定）を就航。深夜早
朝時間帯において、国際定期便を就航。

２．成田・羽田の一体的運用による首都圏の国際航空需要への対応２．成田・羽田の一体的運用による首都圏の国際航空需要への対応



オープンスカイ政策とは、二国間の航空の路線、便数及び企業数について、相互に

自由化し、無制限に認めること。オープンスカイ政策を標榜する国は、相手国に対して自

由化を要求するのと引き替えに、自国の側も、相手国の航空会社による乗り入れを自由

化。

日本については、首都圏の空港容量に制約があるため、相手国の航空会社による自

由な乗り入れを認めることは物理的に不可能。首都圏への乗り入れを制限したままで、

オープンスカイ政策を標榜して相手国の自由化を要求しても、中国をはじめとするアジア

各国から反発をまねくだけ。

このため、首都圏については、成田空港の北伸、羽田空港の再拡張の整備を急いだ

上で、増加する発着枠を戦略的に活用。空港容量に制約のない関西空港、中部空港及

び地方空港については、航空会社が需要に応じて路線や便数を柔軟に設定できる枠組

みの構築に努め、アジア各国とのオープンな航空ネットワークを構築していく。

３．オープンスカイ政策について３．オープンスカイ政策について



法令における試験の免除に係る規定

○

航
空
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省

令
第
五
十
六
号
）
（抄
）

（試
験
の
免
除
）

第
五
十
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
国
際
民
間
航
空

条
約
の
締
約
国
た
る
外
国
の
政
府
が
授
与
し
た

航
空
業
務
の
技
能
に
係
る
資
格
証
書
を
有
す
る

者
に
つ
い
て
は
、
申
請
に
よ
り
、
学
科
試
験
（別
表

第
三
に
掲
げ
る
国
内
航
空
法
規
に
係
る
も
の
を

除
く
。
）及
び
実
地
試
験
の
全
部
又
は
一
部
を
行

わ
な
い
で
技
能
証
明
、
技
能
証
明
の
限
定
の
変
更
、

航
空
英
語
能
力
証
明
又
は
計
器
飛
行
証
明
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
国
際
民
間
航
空
条
約
の
締

約
国
た
る
外
国
の
政
府
で
あ
つ
て
、
第
四
十
六
条

の
規
定
に
よ
る
試
験
と
同
等
又
は
そ
れ
以
上
の

試
験
を
行
う
と
国
土
交
通
大
臣
が
認
め
る
も
の

が
授
与
し
た
航
空
業
務
の
技
能
に
係
る
資
格
証

書
を
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す
る
者
に
つ
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は
、
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請
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、
試

験
の
全
部
を
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わ
な
い
で
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能
証
明
、
技
能
証
明

の
限
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の
変
更
、
航
空
英
語
能
力
証
明
又
は
計

器
飛
行
証
明
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。



我が国の航空従事者技能証明制度等の概要我が国の航空従事者技能証明制度等の概要

我が国における航空従事者等に係る資格制度は、我が国における航空従事者等に係る資格制度は、ICAOICAO附属書第１（国際附属書第１（国際

基準）に忠実に準拠して制度設計されている。基準）に忠実に準拠して制度設計されている。

資格名 業務内容 資格要件 根拠法令
【航空機乗組員】

定期運送用操縦士
エアラインの運航する航空機の操縦を行
う。

年齢、知識、技能、経験及び医学適性
航空法第26条、第29条、第31条
及び別表

事業用操縦士
報酬を受けて無償の運航を行う航空機の
操縦を行う。

年齢、知識、技能、経験及び医学適性
航空法第26条、第29条、第31条
及び別表

自家用操縦士
報酬を受けないで無償の運航を行う航空
機の操縦を行う。

年齢、知識、技能、経験及び医学適性
航空法第26条、第29条、第31条
及び別表

一等航空士
航空機に乗り組んでその位置及び針路
の測定並びに航法上の資料の算出を行

年齢、知識、技能、経験及び医学適性
航空法第26条、第29条、第31条
及び別表

二等航空士
航空機に乗り組んで天測による以外の方
法で航空機の位置及び針路の測定並び
に航法上の資料の算出を行う。

年齢、知識、技能、経験及び医学適性
航空法第26条、第29条、第31条
及び別表

航空機関士
航空機に乗り組んで発動機及び機体の
取扱（操縦装置の操作以外）を行う。

年齢、知識、技能、経験及び医学適性
航空法第26条、第29条、第31条
及び別表

航空通信士
航空機に乗り組んで無線設備の操作を
行う。

年齢、知識、無線従事者免許（総務省所
掌）及び医学適性

航空法第26条、第29条、第31条
及び別表

【整備士】

一等航空整備士
整備をした航空機について耐空性基準へ
の適合を確認する。

年齢、知識、技能、経験 航空法第26条、第29条及び別表

二等航空整備士
整備をした航空機（整備に高度の知識及
び能力を有するもの以外）について耐空
性基準への適合を確認する。

年齢、知識、技能、経験 航空法第26条、第29条及び別表

一等航空運航整備士
保守・軽微な修理をした航空機について
耐空性基準への適合を確認する。

年齢、知識、技能、経験 航空法第26条、第29条及び別表

二等航空運航整備士
保守・軽微な修理をした航空機（整備に
高度の知識及び能力を有するもの以外）
について耐空性基準への適合を確認す

年齢、知識、技能、経験 航空法第26条、第29条及び別表

航空工場整備士
整備又は改造をした航空機について耐空
性基準への適合を確認する。

年齢、知識、技能、経験 航空法第26条、第29条及び別表

【運航管理者】

運航管理者
エアラインの運航する航空機の出発及び
飛行計画の変更を承認する。

年齢、知識、技能、経験 航空法第77条及び第78条

★上記資格要件のうち、知識及び技能については、学科試験及び実地試験によりそれぞれ確認している。

等



我が国における外国人航空従事者等の受け入れについて我が国における外国人航空従事者等の受け入れについて

外国ライセンスの受け入れに関するICAO附属書第１（国際基準）の規定
他の締約国が発行したライセンスを有効とする場合、同等のものとして受け入れるための
適切な認可によりその有効性を確認しなければならない。（第1.2.2.1項）

外国人
航空従事者等

①操縦士

我が国において技能証明等を取得する際に行われる我が国の航空法規（以下「航空法規」という。）
の科目に係る学科試験及び一部の実地試験（実地試験については事業用操縦士及び定期運送用操
縦士の場合に限り実施する。）
② 整備士

航空法規の科目に係る学科試験及び一部の実地試験
③運航管理者

航空法規の科目に係る学科試験及び一部の実地試験

試験の一部免除等の措置
（航空法規則第50条第１項）

相手国のライセンスで確認できる能力と重
複する部分については、試験の一部免除等
を行い、相手国のライセンスで確認できない
能力については、試験等により航空輸送の安
全を確保するために最低限必要な確認を行う。

我が国の技能証明等
を発行（受け入れ）

申請 試験合格

具体的には・・・

我が国は・・・

確認のため実施する試験

・試験は日本語のほか、英語でも
実施
・平成１９年度は定期運送用操縦
士の英語の試験の実施回数を年
３回から年６回に増加



国際民間航空条約

○

国
際
民
間
航
空
条
約
（昭
和
二
十
八
年
十
月

八
日
条
約
第
二
十
一
号
）
（抄
）

第
一
条

（主
権
）

締
約
国
は
、
各
国
が
そ
の
領
域
上
の
空
間
に
お
い

て
完
全
且
つ
排
他
的
な
主
権
を
有
す
る
こ
と
を
承

認
す
る
。

第
七
条

（国
内
営
業
）

各
締
約
国
は
、
他
の
締
約
国
の
航
空
機
に
対
し
、

有
償
又
は
貸
切
で
自
国
の
領
域
内
の
他
の
地
点
に

向
け
て
運
送
さ
れ
る
旅
客
、
郵
便
物
及
び
貨
物
を

そ
の
領
域
内
に
お
い
て
積
み
込
む
許
可
を
与
え
な

い
権
利
を
有
す
る
。
各
締
約
国
は
、
他
の
国
又
は
他

の
国
の
航
空
企
業
に
対
し
て
排
他
的
な
基
礎
の
上

に
そ
の
よ
う
な
特
権
を
特
に
与
え
る
取
極
を
し
な

い
こ
と
及
び
他
の
国
か
ら
そ
の
よ
う
な
排
他
的
な

特
権
を
獲
得
し
な
い
こ
と
を
約
束
す
る
。




